
（
50
％
）、「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
５
人

（
23
％
）、「
不
十
分
だ
と
思
う
」
６
人
（
27

％
）で
あ
っ
た
。
付
記
さ
れ
た
主
な
意
見
は
、

「
あ
ま
り
に
ハ
ー
ド
す
ぎ
る
」、「
１
回
当
た

り
の
会
議
時
間
が
長
す
ぎ
る
」、「
進
行
が
早

す
ぎ
る
」、「
意
見
表
明
が
中
心
で
、
対
立
点

を
整
理
し
て
議
論
す
る
点
が
弱
い
」、「
論
点

が
多
す
ぎ
て
論
議
が
尽
く
さ
れ
な
い
」
な
ど

で
あ
る
。

な
お
、
中
央
協
議
会
委
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、
ほ
ぼ
全
員
か
ら
「
１
回
当
た
り
の
開

催
時
間
（
１
時
間
半
）
が
短
す
ぎ
る
」、「
年

わ
り
度
を
含
め
て
か
な
り
満
足
感
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

第
２
は
、「
構
成
員
（
人
数
、
メ
ン
バ
ー

構
成
な
ど
）
に
つ
い
て
」
で
、「
適
当
だ
と

思
う
」
15
人
（
68
％
）、「
ど
ち
ら
と
も
言
え

な
い
」
４
人
（
18
％
）、「
不
十
分
だ
と
思
う
」

３
人
（
14
％
）
で
あ
っ
た
。
付
記
さ
れ
た
主

な
意
見
は
、「
難
病
や
発
達
障
害
、
重
症
心

身
障
害
分
野
な
ど
「
障
害
」
の
バ
ラ
ン
ス
が

弱
い
」、「
教
育
や
医
療
の
分
野
が
不
十
分
」

で
あ
る
。

第
３
は
、「
機
能
・
審
議
内
容
な
ど
に
つ

い
て
」で
、「
適
当
だ
と
思
う
」15
人（
68
％
）、

「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
２
人
（
９
％
）、

「
不
十
分
だ
と
思
う
」
５
人
（
23
％
）
で
あ

っ
た
。
付
記
さ
れ
た
主
な
意
見
は
、「
必
要

な
部
会
を
設
け
る
べ
き
」、「
推
進
本
部
が
推

進
会
議
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
を
も
っ
と

明
確
に
し
た
う
え
で
双
方
の
交
流
促
進
」、

「
行
政
担
当
部
局
と
の
や
り
取
り
が
不
十

分
」、「
推
進
会
議
で
の
審
議
内
容
が
各
省
庁

で
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
と
リ
ン
ク
す
べ
き
」

な
ど
で
あ
っ
た
。

第
４
は
、「
運
営
面
（
開
催
回
数
、
１
回

当
た
り
の
開
催
時
間
、
発
言
時
間
な
ど
）
に

つ
い
て
」
で
、「
適
当
だ
と
思
う
」
11
人

に
１
回
～
２
回
と
い
う
開
催
回
数
は
少
な
す

ぎ
る
」
が
出
さ
れ
て
い
た
。
推
進
会
議
構
成

員
か
ら
多
く
出
さ
れ
て
い
た
不
満
は
、
積
極

的
な
視
点
か
ら
く
る
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

第
５
は
、「
情
報
保
障
や
ア
シ
ス
ト
体
制

に
つ
い
て
」
で
、「
適
当
だ
と
思
う
」
18
人

（
82
％
）、「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
２
人

（
９
％
）、「
不
十
分
だ
と
思
う
」
２
人
（
９

％
）で
あ
っ
た
。
付
記
さ
れ
た
主
な
意
見
は
、

「
手
話
や
字
幕
付
き
の
情
報
公
開
、
知
的
障

害
当
事
者
等
の
実
質
的
参
画
を
確
保
す
る
た

め
の
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
ル
ー
ル
な
ど
は
他
の

審
議
会
等
に
も
導
入
す
べ
き
」、「
大
量
の
資

料
に
つ
い
て
は
当
日
配
ら
れ
て
も
ほ
と
ん
ど

読
め
な
い
」、「
ふ
り
が
な
だ
け
で
は
不
十
分
」

な
ど
で
あ
る
。

第
６
は
、「
事
務
局
体
制
に
つ
い
て
」
で
、

「
適
当
だ
と
思
う
」
９
人
（
41
％
）、「
ど
ち

ら
と
も
言
え
な
い
」
３
人
（
14
％
）、「
不
十

分
だ
と
思
う
」
９
人
（
41
％
）、そ
の
他
（
分

か
ら
な
い
）
１
人
（
４
％
）
で
あ
っ
た
。
付

記
さ
れ
た
主
な
意
見
は
、「
必
要
な
部
会
を

設
け
る
た
め
の
体
制
を
確
保
す
べ
き
」、「
少

な
く
と
も
現
在
の
２
倍
の
事
務
局
ス
タ
ッ
フ

が
必
要
」、「
事
務
局
担
当
者
の
身
分
が
正
規

グラフ３　推進会議構成員によるアンケート
　　　　　「情報保障やアシスト体制について」

82%

9%

9%
適当だと思う	（１８人）

どちらとも
言えない	 （ ２ 人）

不十分だと
思う	 （ ２ 人）
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職
員
で
な
い
の
は
問
題
」、「
十
分
な
審
議
を

行
う
に
は
人
的
に
も
予
算
的
に
も
極
め
て
不

十
分
」、「
事
務
局
体
制
の
弱
さ
に
よ
り
会
議

全
体
の
サ
ポ
ー
ト
が
弱
い
」
な
ど
で
あ
る
。

⑵
障
害
者
基
本
法
の
改
正
関
連

推
進
会
議
が
「
障
害
者
制
度
改
革
の
推
進

の
た
め
の
基
本
的
な
方
向（
第
一
次
意
見
）」

を
取
り
ま
と
め
た
う
え
で
最
初
の
具
体
的
な

テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
が
、
障
害
者
基
本
法
の

改
正
へ
向
け
て
の
意
見
書
作
成
で
あ
っ
た
。

基
本
法
改
正
に
関
す
る
推
進
会
議
で
の
審
議

か
ら
改
正
案
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
一
連
の

動
き
を
構
成
員
が
ど
う
み
て
い
る
か
、
大
別

し
て
次
の
２
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

第
１
点
は
、
推
進
会
議
で
の
審
議
の
到
達

点
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
不

満
で
あ
る
。
多
く
の
構
成
員
か
ら
、「
推
進

会
議
の
第
二
次
意
見
の
反
映
が
不
十
分
」
と

し
た
う
え
で
、
具
体
的
な
意
見
と
し
て
「
関

係
省
庁
の
抵
抗
が
予
想
以
上
だ
っ
た
」、「
法

案
の
国
会
上
程
後
の
与
党
の
対
応
に
は
不

満
」
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
２
点
目
は
、
内
容
面
で
の
旧
法
と
の
比

較
や
改
正
プ
ロ
セ
ス
面
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評

価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

の
代
表
的
な
意
見
と
し
て
、「
改
正
に
向
け

て
、
６
か
月
余
な
ら
び
に
10
回
以
上
の
推
進

会
議
を
開
催
し
て
き
た
こ
と
の
意
味
は
少
な

く
な
い
」、「
改
正
審
議
が
実
質
的
だ
っ
た
と

思
う
（
２
０
０
４
年
改
正
時
は
全
く
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
中
央
協
議
会
で
の
審
議
は
な
か

っ
た
）」、「
推
進
会
議
の
素
案
に
対
し
て
各

省
庁
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
が
公
表
さ
れ
た

の
も
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
、
こ
う
し
た
類
の
こ
と
は
ア
ン
ダ
ー

テ
ー
ブ
ル
で
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
政
策
決
定
プ
ロ

セ
ス
の
透
明
化
と
言
え
る
」
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

３	

総
合
福
祉
部
会
構
成
員
に
よ
る
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
の
概
要

７
つ
の
観
点
で
の
設
問
で
、
こ
れ
に
沿
っ

て
結
果
を
略
述
す
る
。
第
１
は
、
骨
格
提
言

の
取
り
ま
と
め
を
受
け
て
「
部
会
の
目
的
は

達
成
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
」
に
つ
い
て

は
、「
十
分
に
達
成
で
き
た
」
16
人
（
36
％
）、

「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
17
人
（
39
％
）、

「
不
十
分
で
あ
る
」
11
人
（
25
％
）
と
な
っ

て
い
る
。
付
記
さ
れ
た
主
な
意
見
は
、「
当

事
者
主
体
で
制
度
づ
く
り
を
行
っ
た
こ
と
の

意
義
は
大
き
い
」、「
提
言
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た

も
の
の
内
容
の
精
査
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
」、「
知
的
障
害
児
者
、
発
達
障
害
児
者
の

意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
」、「
発

語
不
能
の
当
事
者
へ
の
配
慮
が
な
く
、
知

的
・
精
神
障
害
者
に
片
寄
っ
て
い
た
」、「
財

源
確
保
に
関
す
る
論
議
が
不
十
分
だ
っ
た
」、

「
総
合
福
祉
法
を
具
体
化
し
て
い
く
行
程
を

時
間
軸
を
伴
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
」
で
あ
る
。

第
２
は
、「
総
合
福
祉
部
会
の
存
在
に
つ

い
て
」で
、「
重
要
だ
と
思
う
」37
人（
84
％
）、

「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
６
人
（
14
％
）、

グラフ４　�総合福祉部会構成員によるアンケート
　　　　　「総合福祉部会の存在について」

84%

2%

14%
重要だと思う	（３７人）

どちらとも
言えない	 （ ６ 人）

あまり重要と
は言えない	 （ ０人）

回答なし	 （ １ 人）
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